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普通会計財務書類の概要 

 

平成２６年度決算に基づく普通会計の財務書類の概要は、次のとおりです。 

(1) 貸借対照表 
 

 
(単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

１．公共資産 ３８，８２６ １．固定負債 １３，２１３ 

   (1) 有形固定資産 ３８，８１２    (1) 地方債 １１，３９３ 

   (2) 売却可能資産 １４    (2) 退職手当引当金 １，７７１ 

２．投資等 ３，０３２    (3) その他 ４９ 

   (1) 投資及び出資金 ２４９ ２．流動負債 １，２６９ 

   (2) 貸付金 １１５    (1) 翌年度償還予定地方債 １，１２２ 

   (3) 特定目的基金等 ２，６６８    (2) その他 １４７ 

３．流動資産 ３，７３０ 負債合計 １４，４８２ 

   (1) 歳計現金 ４９４ 純資産の部   

   (2) 減債基金等 ３，２１０ 純資産合計 ３１，１０６ 

   (3) 未収金 ２６     

資産合計 ４５，５８８ 負債及び純資産合計 ４５，５８８ 

(2) 行政コスト計算書 

 

(単位：百万円） 

  金額 

経常費用 ９，４５８ 

１．人にかかるコスト １，７１４ 

   (1) 人件費 １，６２６ 

   (2) 退職手当引当金繰入等 △１１ 

   (3) 賞与引当金繰入額 ９９ 

２．物にかかるコスト ３，１７５ 

   (1) 物件費 １，５８８ 

   (2) 減価償却費 １，５３１ 

   (3) 維持補修費 ５６ 

３．移転支出的なコスト ４，３９６ 

   (1) 他会計等への支出 １，５９３ 

   (2) 社会保障給付 １，３２２ 

   (3) 補助金等 １，４８１ 

４．その他のコスト １７３ 

   (1) 公債費（支払利息） １３６ 

   (2) 回収不能見込計上額 ３７ 

経常収益 １８９ 

純経常行政コスト 

（経常費用－経常収益） 
９，２６９ 

貸借対照表によれば、八頭町では、有形固定資

産が資産合計の 85％と、大きなウェイトを占めて

います。 

行政コスト計算書では、「物にかかるコスト」のうち

減価償却費が 1 年間で 15 億円となっており、大

きな割合を占めています。過去に整備した公共資

産を使用することにより発生するコストが非常に

大きくなっていることが分かります。「移転支出的

なコスト」では行政サービスの中で重要な役割を

担っており、コストの性質による 4 つの区分の中

では最も金額が大きく、47％を占めています。経

常行政コストから経常収益を差し引いた純経常行

政コストは 93 億円となり、これを町税や地方交付

税、国や県からの補助金で賄っていることになり

ます。 
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(3) 純資産変動計算書 

 

 

 

(単位：百万円） 

  金額 

期首純資産残高 ３０，６７８ 

純経常行政コスト △９，２６９ 

財源調達  ９，６９７ 

   地方税 １，３０２ 

   地方交付税 ５，６２６ 

   経常補助金 １，９４５ 

   建設補助金 ４２９ 

   その他 ３９５ 

資産評価替・無償受入 ０ 

その他 ０ 

期末純資産残高 ３１，１０６ 

 

(4) 資金収支計算書 

 (単位：百万円） 

  金額 

１．経常的収支 ２，３５１ 

２．公共資産整備収支 △４２７ 

３．投資・財務的収支 △２，０７１ 

当期収支 △１４７ 

期首歳計現金残高 ６４１ 

期末歳計現金残高 ４９４ 

    

（基礎的財政収支）   

   収入総額 １１，７３０ 

   支出総額 △１１，８７６ 

   地方債発行額 △１，７９５ 

   地方債元利償還額 １，２２４ 

   減債基金等増減 ４００ 

基礎的財政収支 △３１７ 

 

 

純資産変動計算書では、純経常行政

コストが 93 億円であるのに対して、町

税、地方交付税等の一般財源が 73 億

円、補助金等受入が 24 億円となってお

り、4 億円減少しています。つまり、1 年間

の行政サービスに要した経常的なコスト

が、町税等の一般財源や国・県からの補

助金、受益者負担などより少なく、純資産

が増加していることが分かります。 

 

資金収支計算書では、経常的収支は 23 億

5 千万円の余剰となりました。この余剰分が公

共資産整備支出や投資・財務的支出の財源と

して使用できることになります。公共資産整備

収支は 4 億 3 千万円の不足、投資・財務的収

支が 20 億 7 千万円の不足となりました。こ

の不足分は経常的収支の余剰で賄われてい

ます。この結果、平成 26 年度の歳計現金は、

1 億 5 千万円減少し、平成 26 年度末の歳計

現金残高は 4 億 9 千万円となりました。 

また、基礎的財政収支は実質的な歳入歳

出のバランスを示すもので、3 億 2 千万円の

赤字となっています。平成 26 年度の収支か

ら、地方債の発行額と元利償還額、年度間の

財政調整の機能を果たす財政調整基金や減

債基金の取崩額や積立額を除いて算定して

います。 
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八頭町の貸借対照表 

（単位：千円）

[資産の部] 当年度末 前年度末 比較増減 [負債の部] 前年度末 比較増減
（H27.3.31現在） （H26.3.31現在） （H26.3.31現在）

１　公共資産 １　固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方債 10,720,140 672,964

①生活インフラ・国土保全 9,876,753 10,027,835 △ 151,082 (2) 長期未払金

②教育 15,096,125 15,101,659 △ 5,534 ①物件の購入等 0 0

③福祉 3,437,387 2,977,589 459,798 ②債務保証又は損失補償 0 0

④環境衛生 448,905 490,755 △ 41,850 ③その他 63,436 △ 14,805

⑤産業振興 3,669,372 3,933,067 △ 263,695 長期未払金計 63,436 △ 14,805

⑥消防 351,910 382,678 △ 30,768 (3) 退職手当引当金 2,009,488 △ 238,732

⑦総務 5,931,051 5,461,330 469,721 (4) 損失補償等引当金 360 △ 142

有形固定資産合計 38,811,503 38,374,913 436,590 固定負債合計 12,793,424 419,285

(2) 売却可能資産 14,001 14,001 0

公共資産合計 38,825,504 38,388,914 436,590 ２　流動負債

(1) 翌年度償還予定地方債 1,087,790 33,979

２　投資等 0 0

(1) 投資及び出資金 (3) 未払金 44,052 4,491

①投資及び出資金 249,502 265,206 △ 15,704 (4) 翌年度支払予定退職手当 0 0

②投資損失引当金 0 0 0 (5) 賞与引当金 99,494 △ 745

投資及び出資金計 249,502 265,206 △ 15,704 流動負債合計 1,231,336 37,725

(2) 貸付金 114,952 33,036 81,916

(3) 基金等 負　　債　　合　　計 14,024,760 457,010

①退職手当目的基金 0 0 0

②その他特定目的基金 1,903,176 1,710,801 192,375

③土地開発基金 0 0 0

④その他定額運用基金 0 0 0 [純資産の部]

⑤退職手当組合積立金 543,408 612,788 △ 69,380 １　公共資産等整備国県補助金等 8,218,943 48,244

基金等計 2,446,584 2,323,589 122,995

(4) 長期延滞債権 251,092 242,657 8,435 ２　公共資産等整備一般財源等 25,874,022 20,669

(5) 回収不能見込額 △ 29,997 △ 29,629 △ 368

投資等合計 3,032,133 2,834,859 197,274 ３　その他一般財源等 △ 3,429,033 359,734

３　流動資産 ４　資産評価差額 14,001 0

(1) 現金預金

①財政調整基金 2,909,000 2,509,000 400,000 純　 資　 産　 合　 計 30,677,933 428,647

②減債基金 301,200 300,600 600

③歳計現金 494,487 640,847 △ 146,360

現金預金計 3,704,687 3,450,447 254,240

(2) 未収金 0

①地方税 21,307 22,804 △ 1,497

②その他 11,121 12,618 △ 1,497

③回収不能見込額 △ 6,402 △ 6,949 547

未収金計 26,026 28,473 △ 2,447

流動資産合計 3,730,713 3,478,920 251,793

資　　産　　合　　計 45,588,350 44,702,693 885,657 負 債 ・ 純 資 産 合 計 44,702,693 885,657

0

0

48,631

48,631

1,770,756

218

1,121,769

貸借対照表
（平成２７年３月３１日現在）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方

当年度末
（H27.3.31現在）

11,393,104

13,212,709

(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金） 0

48,543

0

14,001

31,106,580

45,588,350

98,749

1,269,061

14,481,770

8,267,187

25,894,691

△ 3,069,299
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※１　他団体及び民間への支出金により形成された資産 ①生活インフラ・国土保全 千円

②教育 千円

③福祉 千円

④環境衛生 千円

⑤産業振興 千円

⑥消防 千円

⑦総務 千円

計 千円

　上の支出金に充当された財源 ①国県補助金等 千円

②地方債 千円

③一般財源等 千円

計 千円

※２　債務負担行為に関する情報 ①物件の購入等 千円

②債務保証又は損失補償 千円

（うち共同発行地方債に係るもの） 千円）

③その他 千円

※３　地方債残高（翌年度償還予定額を含む）のうち14,809,073千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※４　普通会計の将来負担に関する情報

　普通会計の将来負担額 20,889,586 千円

　[内訳]　普通会計地方債残高 12,514,873 千円 12,514,873 千円

　　　　　債務負担行為支出予定額 0 千円 0 千円 千円

　　　　　公営事業地方債負担見込額 6,957,609 千円 千円

　　　　　一部事務組合等地方債負担見込額 189,538 千円 千円

　　　　　退職手当負担見込額 1,227,348 千円 1,227,348 千円

　　　　　第三セクター等債務負担見込額 218 千円 0 千円 千円

　　　　　連結実質赤字額 0 千円 千円

　　　　　一部事務組合等実質赤字負担額 0 千円 千円

　基金等将来負担軽減資産 18,246,551 千円

　[内訳]　地方債償還額等充当基金残高 3,244,110 千円

　　　　　地方債償還額等充当歳入見込額 193,368 千円

　　　　　地方債償還額等充当交付税見込額 14,809,073 千円

　(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債 2,643,035 千円

※５　有形固定資産のうち、土地は9,975,657千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は45,972,383千円です。

【契約債務・
偶発債務】

218

0

0

6,957,609

189,538

746,448

2,021,862

4,090,938

0

0

222,937

4,090,938

1,322,628

9,109

2,028,167

1,419,850

118,215

292,660

0

0

項目 金額

[内訳]

負債計上 注記

0

97,174

【（翌年度償還予定）地方
債・（長期）未払金・引当

金】
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行政コスト計算書 自　平成26年4月  1日

至　平成27年3月31日

　【経常行政コスト】 （単位：千円）

総　　額 （構成比率）
生活インフラ・

国土保全 教　育 福　祉 環 境 衛 生 産 業 振 興 消　防 総　務 議　会 支 払 利 息
回収不能

見込計上額
その他

行政コスト

（１）人件費 1,626,082 17.2% 49,936 227,333 546,420 117,095 136,876 4,034 459,506 84,882 0

（２）退職手当引当金繰入等 △ 10,524 -0.1% △ 326 △ 1,473 △ 3,536 △ 758 △ 884 △ 32 △ 2,968 △ 547 0

１ （３）賞与引当金繰入額 98,749 1.0% 3,061 13,825 33,180 7,110 8,295 296 27,847 5,135 0

小　　計 1,714,307 18.1% 52,671 239,685 576,064 123,447 144,287 4,298 484,385 89,470 0

（１）物件費 1,587,610 16.8% 54,520 356,640 356,853 209,784 168,555 16,082 420,749 4,427 0

（２）維持補修費 56,488 0.6% 39,697 3,804 5,233 2,115 3,922 177 1,540 0

（３）減価償却費 1,531,575 16.2% 279,554 397,568 232,042 43,751 299,682 31,781 247,197 0

小　　計 3,175,673 33.6% 373,771 758,012 594,128 255,650 472,159 48,040 669,486 4,427 0

（１）社会保障給付 1,322,490 14.0% 27,141 1,230,100 65,249

（２）補助金等 1,083,524 11.5% 3,744 75,669 147,428 91,870 405,563 281,959 75,503 1,788 0

３ （３）他会計等への支出額 1,592,908 16.8% 247,674 0 748,202 64,130 532,902 0 0 0 0

（４）他団体への公共資産整備補助金等 397,099 4.2% 22,948 0 122,013 0 245,144 0 6,994 0 0

小　　計 4,396,021 46.5% 274,366 102,810 2,247,743 221,249 1,183,609 281,959 82,497 1,788 0

（１）支払利息 135,907 1.4% 135,907

（２）回収不能見込計上額 3,084 0.0% 3,084

（３）その他行政コスト 33,745 0.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 33,745

小　　計 172,736 1.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 135,907 3,084 33,745

9,458,737 700,808 1,100,507 3,417,935 600,346 1,800,055 334,297 1,236,368 95,685 135,907 3,084 33,745

（　構　成　比　率　） 7.4% 11.6% 36.1% 6.3% 19.0% 3.5% 13.1% 1.0% 1.4% 0.0% 0.4%

　【経常収益】
一般財源
振替額

１ 使 用 料 ・ 手 数 料 ｂ 166,867 10,985 2,955 94,626 18,179 271 0 15,586 0 24,265 0 0

２ 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 ｃ 22,522 1,397 3,116 2,945 86 3,917 0 10,843 0 0 0 218

189,389 12,382 6,071 97,571 18,265 4,188 0 26,429 0 24,265 0 218

    ｄ／ａ 2.00% 1.8% 0.6% 2.9% 3.0% 0.2% 0.0% 2.1% 0.0% 17.9% 0.0%

9,269,348 688,426 1,094,436 3,320,364 582,081 1,795,867 334,297 1,209,939 95,685 111,642 3,084 33,745 △ 218（差引）純経常行政コスト ａ －ｄ

２

４

経 常 行 政 コ ス ト ａ

経 常 収 益 合 計 （ ｂ ＋ ｃ ） ｄ
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（単位：千円）

純資産合計
公共資産等整備
国県補助金等

公共資産等整備
一般財源等

その他
一般財源等

資産評価差額

期首純資産残高 30,677,933 8,218,943 25,874,022 △ 3,429,033 14,001

純経常行政コスト △ 9,269,348 △ 9,269,348

一般財源 (7,328,027)

地方税 1,302,437 1,302,437

地方交付税 5,625,849 5,625,849

その他行政コスト充当財源 399,741 399,741

補助金等受入 2,374,035 428,663 1,945,372

臨時損益 △ 4,067

災害復旧事業費 △ 5,129 △ 5,129

公共資産除売却損益 1,062 1,062

投資損失 0 0

損失補償等引当金戻入 0 0

科目振替

公共資産整備への財源投入 570,668 △ 570,668

公共資産処分による財源増 0 0 0 0

貸付金・出資金等への財源投入 227,539 △ 227,539

貸付金・出資金等の回収等による財源増 0 △ 31,627 31,627 0

減価償却による財源増 △ 380,419 △ 1,151,156 1,531,575 0

地方債償還等に伴う財源振替 405,245 △ 405,245

資産評価替えによる変動額 0 0

無償受贈資産受入 0 0

その他 0 0 0

期末純資産残高 31,106,580 8,267,187 25,894,691 △ 3,069,299 14,001

純資産変動計算書
自　平成26年4月  1日

至　平成27年3月31日
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6.  普通会計財務書類の分析 

平成２６年度の普通会計財務書類について分析を行いました。主な比率や指標値の概要は、次のとおりと

なりました。 

 

項 目 

 八頭町 

平成 

２１年度 

平成 

２２年度 

平成 

２３年度 

平成 

２４年度 

平成 

２５年度 

平成 

２６年度 

社会資本形成の過去

及び現世代負担比率 72.9％ 75.4％ 76.7％ 78.1％ 79.9％ 80.1％ 

社会資本形成の将来

世代負担比率 29.4％ 28.5％ 29.6％ 30.3％ 30.8％ 32.2％ 

歳入総額対資産比率

（年） 4.00 3.39 4.19 4.32 4.16 3.89 

資産老朽化比率 56.8％ 56.2％ 57.7％ 59.4％ 60.9％ 61.5％ 

受益者負担比率 1.9％ 2.0％ 1.9％ 2.0％ 2.3％ 2.0％ 

行政コスト対公共資産

比率 23.6％ 23.9％ 24.1％ 23.9％ 24.2％ 24.4％ 

行政コスト対税収等比

率 102.3％ 80.4％ 98.6％ 101.2％ 98.3％ 95.4％ 

住民一人当たり資産 

（千円） 2,175 2,345 2,392 2,394 2,432 2,521 

住民一人当たり負債 

（千円） 718  746  759  760  763  801 

住民一人当たり経常

行政コスト（千円） 473 507 513 499 506 523 

(1) 社会資本形成の世代間負担比率 

社会資本形成の世代間負担比率とは、公共資産整備の財源に対する世代間の負担バランスを表した

指標であり、次の計算式により算定したものです。 

 

社会資本形成の過去及び現世代負担比率（％）＝純資産÷公共資産合計×100 

社会資本形成の将来世代負担比率（％）＝地方債残高÷公共資産合計×100 

 

純資産は過去及び現世代の負担により形成された財産の額を示しており、公共資産合計に対する純資

産の割合は、現存する社会資本（公共資産）のうち、どれだけがこれまでの世代の負担（既に納付された税

金等）で賄われたかを示すものです。公共資産は、それを使用することにより町民サービスを生み出すも
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（単位：百万円）

項目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

公共資産合計 38,760 40,591 40,007 39,049 38,389 38,826

純資産合計 28,256 30,590 30,687 30,509 30,678 31,106

地方債残高 11,412 11,577 11,823 11,815 11,808 12,515

社会資本形成の過去及び
現世代負担比率

72.9% 75.4% 76.7% 78.1% 79.9% 80.1%

社会資本形成の将来世代
負担比率

29.4% 28.5% 29.6% 30.3% 30.8% 32.2%

のであり、純資産比率が高ければ、これまでの世代が負担した税金等で形成された資産から将来にわ

たってサービスが受けられるため、将来世代の負担が少ないことになります。逆に、公共資産合計に対す

る地方債残高の割合が高ければ高いほど、現在使用する資産を将来納付される税金等（将来世代の負

担）により形成していることになるため、将来世代の負担が大きいことになります。 

なお、地方債のうち赤字地方債や、純資産のうち基金や貸付金の財源となったものなどは、社会資本整

備に直接関連しておらず、厳密に社会資本整備の世代間負担比率を算定するためには、これらを除く必要

があります。こうしたことから、過去及び現世代負担比率と将来世代の負担比率を合わせても 100％には

ならないことに注意が必要です。 

 

また、地方債残高が増加しているために将来世代負担比率が増加しており、計画的な地方債発行によ

り償還を進めるとともに、新たな社会資本形成にあたっては過度に将来世代の負担が増えないように留意

する必要があります。 

(2) 歳入額対資産比率 

歳入額対資産比率とは、貸借対照表の資産合計が 1 年間の歳入の何年分に相当するかを表した指標

であり、次の計算式により算定したものです。 

  

 

歳入額対資産比率は、社会資本整備の度合いを示しており、この比率が高いほどストックとしての社会

資本整備が進んでいると考えられます。ただし、歳入規模に比して過度の社会資本整備を行っている場合

は今後の社会資本の維持負担が大きくなり、将来の財政運営を圧迫するおそれもありますので、必ずしも

高ければ良いとは言えないことに留意する必要があります。 

 

 

歳入額対資産比率＝資産合計÷歳入総額 
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歳入額対資産比率の平均的な値は 3.0 年～7.0 年程度といわれており、平均的な水準にあるといえます。

したがって、社会資本整備のストックは十分にあることが分かります。 

 

(3) 有形固定資産の行政目的別割合 

貸借対照表に計上された有形固定資産の行政目的別の割合を見ることにより、行政分野ごとの社会資

本整備の重点分野を把握することができます。 

この比率を他の町村と比較することによって、資産形成の特徴を把握することができ、今後の資産整備

の方向性を検討するのに役立てることができます。また、過年度と比較することにより、行政分野ごとに

社会資本がどのように形成されてきたかを把握することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度は、「教育」の割合が 38.9％と最も高く、次いで「生活インフラ・国土保全」の割合が 25.4%と

高くなっています。 

 

 

 

 

（単位：百万円）

項目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

資産合計 42,165 44,862 44,949 44,704 44,703 45,588

歳入総額 10,509 13,237 10,719 10,358 10,756 11,730

歳入額対資産比率（年） 4.00 3.39 4.19 4.32 4.16 3.89

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

①生活インフラ・国土保全 10,719 27.7% 10,468 25.8% 10,269 25.7% 10,103 25.9% 10,028 26.1% 9,877 25.4%

②教育 15,201 39.2% 15,367 37.9% 15,627 39.1% 15,269 39.1% 15,101 39.4% 15,096 38.9%

③福祉 3,622 9.3% 3,391 8.3% 3,158 7.9% 3,094 7.9% 2,977 7.8% 3,438 8.8%

④環境衛生 642 1.7% 606 1.5% 567 1.4% 532 1.4% 491 1.3% 449 1.2%

⑤産業振興 5,360 13.8% 4,987 12.3% 4,595 11.5% 4,237 10.9% 3,933 10.2% 3,669 9.5%

⑥消防 177 0.5% 168 0.4% 163 0.4% 291 0.7% 384 1.0% 352 0.9%

⑦総務 3,011 7.8% 5,590 13.8% 5,614 14.0% 5,509 14.1% 5,461 14.2% 5,931 15.3%

有形固定資産合計 38,732 100.0% 40,577 100.0% 39,993 100.0% 39,035 100.0% 38,375 100.0% 38,812 100.0%

行政目的

平成23年度平成22年度 平成24年度平成21年度 平成26年度

（単位：百万円）

平成25年度
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（単位：百万円）

項目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

償却資産取得価格 67,228 70,588 71,592 72,192 72,965 74,808

減価償却累計額 38,162 39,703 41,313 42,898 44,441 45,972

資産老朽化比率 56.8% 56.2% 57.7% 59.4% 60.9% 61.5%

(4) 資産老朽化比率 

資産老朽化比率とは、有形固定資産のうち、償却資産（建物や工作物など）の取得価額に対する減価

償却累計額の割合を算定することにより、耐用年数に対して償却資産の取得からどの程度の期間経過し

ているかを表した指標です。計算式は次のとおりです。 

 

資産老朽化比率（％）＝減価償却累計額÷（有形固定資産合計－土地＋減価償却累計額）×100 

 

資産老朽化比率が高い場合は、償却資産が全体として老朽化しつつあり、近い将来に維持更新のため

の投資が必要となる可能性が高くなります。 

 

 

 

 

  

資産老朽化比率が低いほど新しい資産を多く保有しているといえますが、八頭町では資産老朽化率は

高い傾向にあるといえます。過去に行った多岐にわたる社会資本整備による償却資産の減価償却累計が

かさみ、老朽化が進行しているのに対して、新規投資を抑制していることによるものと考えられます。この

ため、比率の上昇に一定の水準で歯止めをかけるよう、計画的な維持更新のための投資及び老朽化した

資産の除却を行っていく必要があります。 

(5) 受益者負担比率 

受益者負担比率とは、経常行政コストに対して経常収益がどの程度の割合かを表した指標であり、次の

計算式により算定されます。 

 

 

受益者負担比率は、行政サービスに要したコストに対して受益者が負担する使用料・手数料や分担金・

負担金などの割合であり、受益者が負担しない部分については、町税や地方交付税、補助金等により賄う

ことになります。したがって、受益者負担比率が他の団体に比べて特に高い（あるいは低い）場合には、使

用料・手数料や分担金・負担金などの水準を見直すことも検討する必要があります。 

       

受益者負担比率（％）＝経常収益÷経常行政コスト×100 



12 

 

（単位：百万円）

項目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

経常収益 174 192 181 186 217 189

経常行政コスト 9,161 9,696 9,636 9,321 9,305 9,459

受益者負担比率 1.9% 2.0% 1.9% 2.0% 2.3% 2.0%

項目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

生活インフラ・国土保全 0.7% 1.0% 1.2% 1.2% 1.4% 1.8%

教育 0.4% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6%

福祉 3.9% 3.2% 3.4% 3.2% 3.1% 2.9%

環境衛生 2.8% 4.2% 2.6% 3.2% 3.2% 3.0%

産業振興 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2%

消防 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

総務 0.8% 1.6% 1.3% 1.3% 1.7% 2.1%

議会 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 

 

 

 

 

行政目的別に受益者負担比率を分析すると、次のとおりです。 

行政目的別に見ると、福祉、環境衛生の分野で受益者負担比率が高いことが分かります。福祉費につ

いては、保育料を計上、環境衛生については、家庭用ごみ袋の有料化を行っているためです。 

(6) 行政コスト対公共資産比率 

行政コスト対公共資産比率は、1 年間に行政サービスに要したコストが公共資産総額に対してどれぐら

いの割合かを表した指標であり、次の計算式により算定したものです。 

 

行政コスト対公共資産比率（％）＝経常行政コスト÷公共資産×100 

 

行政コスト対公共資産比率は、どれだけの社会資本でどれだけの行政サービスを実施しているかを示し

ています。行政コスト対公共資産比率が低い場合は、社会資本整備が進んでいるとも言えますが、行政

サービスの水準に比して社会資本が過剰である可能性もあります。逆に、行政コスト対公共資産比率が高

い場合は、少ない社会資本で効率的に行政サービスを行っているとも言えますが、社会資本整備が不足し

ている可能性もあります。このため、単に比率の高低だけではなく、その中身を吟味する必要があります。 
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（単位：百万円）

項目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

経常行政コスト 9,161 9,696 9,636 9,321 9,305 9,459

公共資産 38,760 40,591 40,007 39,049 38,389 38,826

行政コスト対公共資産比率 23.6% 23.9% 24.1% 23.9% 24.2% 24.4%

八頭町の行政コスト対公共資産比率は、ほぼ平均的な水準にあるといえます。経常行政コスト及び公共

資産それぞれの水準については、「(8) 住民一人当たり財務書類」で分析しています。 
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（単位：百万円）

項目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

純経常行政コスト 8,987 9,504 9,455 9,135 9,088 9,269

一般財源 6,689 7,329 7,708 7,340 7,380 7,344

補助金等受入 2,095 4,490 1,881 1,687 1,869 2,374

行政コスト対税収等比率 102.3% 80.4% 98.6% 101.2% 98.3% 95.4%

(7) 行政コスト対税収等比率 

行政コスト対税収等比率は、純経常行政コストに対する一般財源及び補助金の割合を表した指標であ

り、次の計算式により算定したものです。 

 

行政コスト対税収等比率（％）＝純経常行政コスト÷（一般財源＋補助金等受入）×100 

 

行政コスト対税収等比率を見ることによって、当年度に行われた行政サービスのコストから受益者負担

分を除いた純経常行政コストのうち、どれだけが当年度の負担で賄われたかが分かります。 

臨時損益や資産評価差額などの臨時的な要因を除くと、純資産の増減は、純経常行政コストと一般財

源及び補助金受入とのバランスで決定されるため、行政コスト対税収等比率が 100％を下回っている場合

は、純資産が増加していることを意味し、翌年度以降へ引き継ぐ資産が蓄積されたか、あるいは翌年度以

降へ引き継ぐ負担が軽減されたこと（又はその両方）を表します。逆に、行政コスト対税収等比率が 100％

を上回っている場合は、純資産が減少していることを意味し、過去から蓄積した資産が取り崩されたか、あ

るいは翌年度以降へ引き継ぐ負担が増加したこと（又はその両方）を表します。また、比率が 100％から乖

離しているほど、それらの割合が高いことになります。 

平成２６年度は、行政コスト対税収等比率が 95.4%と、100%を下回っています。これは、地方交付税など

の一般財源と、国県補助金等をあわせた額より行政コストが下回っており、翌年度以降へ引き継ぐ純資産

が増加したことをあらわしています。
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（単位：千円）

項目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

公共資産 1,999 2,122 2,129 2,091 2,088 2,147

資産合計 2,175 2,345 2,392 2,394 2,432 2,521

地方債 589 605 629 633 642 692

負債合計 718 746 759 760 763 801

純資産合計 1,457 1,599 1,633 1,634 1,669 1,720

経常行政コスト 473 507 513 499 506 523

経常収益 9 10 10 10 12 10

純経常行政コスト 464 497 503 489 494 513

住民一人当たり財務書類 

財務書類の数値を住民一人当たりで算出することにより、より町民が実感を持てる数値として開示する

ことができるほか、人口規模等に影響されることなく他団体との比較を行うことが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    住民一人当たりの水準を本町前年度と比べると、公共資産等資産の合計は上回っていますが、地方債

の負担も増加していることが分かります。また、経常行政コストの水準が高いうえに、経常収益が少ないこ

とにより、純経常行政コストも高い水準にあることがわかります。 


